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はしがき 

 

 超高齢社会・人口減少社会において、都市自治体の政策課題、住民

ニーズは複雑多様化しております。都市自治体は、住民と協働しなが

ら、限られた経営資源や財源を活用し、効率的かつ選択的にまちづく

りを進めていく必要があります。このような環境において、都市自治

体の最高責任者である市・区長のガバナンス能力が問われる時代を迎

えています。 

 日本都市センターでは、呼びかけ人市・区長の発案により、問題意

識の深化と情報共有を目的として、2005 年度から「国のかたちとコミ

ュニティを考える市長の会」を開催してきました。2016 年度からは、

広く地方自治・都市経営の課題を議論する場とするため「都市の未来

を語る市長の会」に改称し、市区長間の自由闊達な意見交換を行って

います。 

 本書は、2024 年 1 月 11 日に開催した「都市の未来を語る市長の会」

（2023 年度後期）の内容を基に、当センターで編集し取りまとめたも

のです。 

 

 2024年 7月 

公益財団法人 日本都市センター 
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趣旨説明 

横尾俊彦 多久市長 

 

 

  通算 35 回目となる今回の「都市の未来を語る市長の会」のテー

マは「自治体ＤＸ－「デジタル化」から「デジタル・トランスフォー

メーション」へ－」である。 

 ＤＸについては、いわゆる紙の書類でやっていたものを電子化する

「デジタイゼーション」、特定の業務プロセスをデジタルに置き換え

る「デジタライゼーション」にとどまることなく、従来の行政実務あ

るいは組織の在り方を根本的に考えながら創造していく、こういった

いわゆる大変革に当たる「トランスフォーメーション」が重要になっ

ていると強く認識をしている。 

趣旨説明 
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 しかしながら、現状、日本ではまだ現段階においてこのトランスフ

ォーメーションまでにはなかなか行き着いていない状況にあると思わ

れる。 

 根本的に仕事の中身、やり方、あるいは法制度も含めた改革も含め

て考えていかなければ、トランスフォーメーションは進まないのでは

ないかという強い危機感を持っている。この後の講演と皆様のそれぞ

れの自治体の行政における御経験や感性を生かして、よりよい議論、

また、充実した意見交換ができればと願っている。 

前半は一般社団法人コード・フォー・ジャパンの東健二郎先生にご

講演いただき、後半は菊地伊豆市長の司会によってデジタル化の先を

見据えたトランスフォーメーションの在り方について意見交換を行い、

議論を深めてまいりたい。 

 まだコロナも完全に冷めやらず、一方では能登半島地震に対する支

援も力を合わせて行っていく必要がある。本会が首長同士のさらなる

パートナーシップが深まる機会になれば幸いである。 
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東 健二郎i  一般社団法人コード・フォー・ジャパン 

       滋賀県日野町政策参与 

 

 

○今、デジタル・トランスフォーメーションについて考える意味 

 今日のテーマは、タイトルにもある「デジタル化」から「デジタル・

トランスフォーメーション」への次の局面を見通していくべき時期が、

2024年のこの年初にあるという時代認識を持ち、その主眼である変革の

意味について取り上げるものである。 

その際、地方分権改革の観点をベースにしながらその起点はどこか、

そして、それがいつまで続くかというパースペクティブを持って、この

2年ないし3年のタイムスパンだけでない過去と現在と未来をつなぐ視点

というのを持つことが大切である。 

 

基調講演 自治体DX 

―「デジタル化」からデジタル・トランスフォーメーションへ― 
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○DX（デジタル・トランスフォーメーション）とは 

 改めて DX の定義から説明する。図表 1 は情報システムに関する論

文の一節であり、Erik Stolterman ら（2004）1は、DX という概念は、

次のように理解されるべきだと述べている。 

 

図表 1 デジタル・トランスフォーメーションとは 

出典：Erik Stoltermanら（2004）より講演者作成 

 

１つは「changes」である。DX の「X」、つまりトランスフォーメ

ーションがここに対応している。その「変化」が複数形であるのは、

何か一つの正解があるのではなく、それぞれの変化がそれぞれ重要で

あることを示唆している。 

2点目は「caused or influences」である。デジタルテクノロジーが何

らかの影響を与えるということを示しており、その影響の与え方に着

目したものである。「cause」には直接的な影響関係、「influence」に

は間接的な影響による変化の双方が含まれている。 

 
1 Erik Stolterman, Anna Croon Fors「Information Technology and The Good Life」

Information Systems Research 687-692, 2004。なお、和訳が関係団体において公開されて

いるほか、 2022年に新たに公共 DXの定義を明確にした文書を公表している。 

https://www.dxlab.jp/new-dx （最終閲覧日：2024年 5月 24日） 
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3つ目の「in all aspects of human life」は、われわれの暮らしや生活

のあらゆる側面において変化が生じることを示している。 

まとめると、DX とは、デジタル技術の進展が、直接的あるいは間

接的な複数の経路を通じて、私たちの日常生活の様々な部分を変化さ

せていくことを意味している。そして、住民の暮らしの様々な局面で

起こることとして考えるものであって、何か一部だけが変化すること

はデジタル化と呼ばれるべき事柄であって、ＤＸとは言えないもので

あることを主張していたものである。 

 

○我が国が目指すデジタル社会 

我が国のデジタル社会に対する認識を確認すると、デジタル社会形

成基本法第一条において「デジタル社会の形成が、我が国の国際競争

力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢

化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極め

て重要」としている。コロナ禍でのいわゆる「デジタル敗戦」が政治

的な意味で基本法改正のトリガーになったことは確かであるが、それ

だけでなく、あくまでもコロナ禍によって顕在化した根本的な課題に

対する解決策としてのデジタル社会の実現であり、これからの日本社

会に対して新たな価値創造を行うために、デジタル社会の形成が極め

て重要であると国は認識していることが分かる。 

 

○行政のデジタル化とは－平成デモクラシーの土着化として捉える－ 

その起点は「デジタル敗戦」よりずっと前であったと考えられる。

我が国において 1990 年代から 2000 年代にかけて、いわゆる「平成デ

モクラシー」と呼ばれる選挙制度、内閣機能の強化、省庁再編など

様々な改革が行われてきた（図表 2）。地方自治においても、第一次・

第二次の地方分権改革が行われ、「統治機構改革」と呼ばれている様々

な改革が 20 年・30 年経つ中で、それぞれの地域に根付き、アイデア
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が生まれ形になっていく。こうしたプロセスを「土着化」と表現する

議論2があるが、昨今のデジタル化の取組みはそうした文脈の中で捉え

ることができる。時を同じくして 2001 年に施行されたのが IT 基本法

であり、デジタル社会形成基本法は、同法の後継であることからも明

らかである。 

 

図表 2 地方分権改革と政治改革における諸改革との関係 

 

出典：総務省「デジタル時代の地方自治のあり方に関する研究会報告書」参考資料 47頁 

https:/www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digitalage_chihojichitai/index.html（最終閲覧

日：2024年 4月 11日） 

 

 
2 待鳥聡史『政治改革再考』（新潮社、2020） 
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○地方分権改革における不整合と不着手 

国と地方の役割分担については、今般の地方制度調査会での論点の

１つであり3、デジタル化との関係でも「地方公共団体情報システムの

標準化に関する法律」や個人情報保護法制で議論された問題として、

国と地方の役割分担の再調整の問題がある。 

これをどのように捉えればよいだろうか。首相官邸の機能を強化し

ようという「集権化」のベクトルと、地方分権改革で推進された「分

権化」のベクトルとが、土着化の過程で様々な不整合を引き起こして

いる。その結果として、国と地方の役割分担を考え直す必要に迫られ

ているのが現下の事態ではないだろうか。 

また、地方分権改革の中では一貫して、各々の自治体のことは各々

で決定するという意思決定メカニズムの構築が求められていたが、今

日まで十分に構築されたとは言い難い。その不着手であった事柄を、

今ここから改めて着手するために「自治体 DX」という呼び方がされ

ていると私は考えている。具体的には、自治体 DX 推進計画等で謳わ

れている標準化・データ連携・EBPM・組織のあり方といった事柄が

それにあたる。 

 現在、地方自治体側から見ると自治体 DX について国にやらされて

いる認識を持っている部分があるかもしれない。また、地方分権を進

めていく中で、本来地方自治体自らがやるべきだった部分を、国がい

わば後押ししてくれている側面もある。しかし、国から押し付けられ

る形ではなく、本来は地方自治体側が主体的に考えなければならない

ことである。 

 

 
3 総務省地方制度調査会「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する

答申（令和 5年 12月 21日）」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000918277.pdf（最終閲覧日：2024年 4月 11日） 
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○自治体DXに対する「国の配慮責任」－提案募集方式を例に－ 

 「自治体 DX」の事柄に対して、地方自治体が主体的に考え実現す

る取組みとして、地方分権改革における提案募集方式が挙げられる。

国・地方双方の考え方やスタンスが分かる一例をご紹介する（図表 3）。 

 

図表 3 提案募集方式における自治体 DXの一例 

 

出典：講演者作成 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下、「財政健全化法」

という）に基づく政健全化比率の算定・報告業務については、市町村

が作成し、都道府県が政令市を除く市町村の数字を確認した上で国に

報告している。地方（市町村・都道府県）の中でも２段階の確認を行

う事務負担はかなり大きく、システム的な対応を求める提案が 2018

年度になされた。総務省からは当初、自治事務である当該事務はシス

テムの構築も含めて地方団体の責任で行うべきだとする素っ気ない回

答がなされたのに対して、提案募集検討専門部会では、自治事務であ

っても国が地方に対し報告を義務付けている事務であり、「国の配慮責

任」として考えられることがあるのではないかという提言4がなされた。 

 
4 「第 34回 地方分権改革有識者会議 第 79回 提案募集検討専門部会 合同会議 議事録」

（2018年）16頁。 
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この「国の配慮責任」という考え方は、自治体 DX のうち狭義の自

治体 DX であるシステムの標準化にあたって、国が環境を用意したり、

仕様をまとめたりするといったアーキテクチャ（仕組み）を作ること

につながっている考え方である。地方がそれぞれ独自性を発揮する上

では、国がそのやり方を縛るべきでない領域も確かにあるが、そのベ

クトルが自由度を認める・認めないかはともかくとして、配慮すべき

項目を、より広域的な存在・方法によって枠付けをすることもありう

る。こうした考え方が、システムの標準化の話が出てくるより前に、

地方からの分権改革の提案に対するやりとりの中から生まれてきた点

は重要である。 

その後 2023 年度には、証明書の公用請求に係る公文書様式に関す

る提案があった。住民票や戸籍といった公文書を各自治体が他の自治

体宛に公用で請求する際、各自治体により書式等がバラバラであり、

請求された側の自治体にとっては、どの項目を自分たちのシステムか

ら抽出して提供するかが非常に大変な業務負担になっており、書式等

の統一が課題となっているとされたものである。この課題について総

務省は、大前提として各機関に委ねられているところとしつつ、地方

自治体の負担軽減のため、関係機関と協議し、提案を踏まえて必要な

検討を行うと回答し、閣議決定5にも請求様式の標準化について検討す

ると整理された。 

 これらの例から、これまで義務づけ・枠付けの解消や権限移譲と

いう地方分権の名において争ってきた領域の戦い方を「自治体 DX」

の観点からは変えなければならないことが分かる。地方自治体側も

 
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/34gijiroku.pdf（最終閲覧日：2024年 4

月 11日） 
5「令和５年の地方からの提案等に関する対応方針」（2023年 12月 22日）23頁ほか。 

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/r05/k_tb_r5_honbun_1.pdf （最終閲覧日：2024

年 4月 11日） 
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自分たちがどういった意味において困っているかを、言いっぱなし

にするのでもなく、また国に対応を任せるのではなく、具体的に説

明・提案・行動することであり、国もお互いに課題解決を行うべく、

同じベクトルに向かっている変化を見過ごすべきではない。 

 

○自動転記とワンソース・マルチユースの違い－デジタル化とＤＸ－ 

しかしながら、ここで気を付けなければいけないのは、既存事務の

デジタル化を提案するだけでは、DX と呼ぶには不適切であるという

ことである。 

先ほどの「財政健全化比率の算定・報告義務」においては、エクセ

ルシート内の数字を転記する単純作業を各都道府県単位でも何十人が

何百時間とかけて行っており、その解決策として転記作業の自動化が

目標（図表 4）となった6。しかし、転記作業の自動化は単なるデジタ

ル化であり DX とは言い難い。従前のやり方を本質的に変革し新しい

仕組みを創造して初めてDXと呼べるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 平成 30年地方分権改革に関する提案募集提案事項「内閣府と関係府省との間で調整を

行う提案」別添 1管理番号 57 

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_30_ichiran_unite1.pdf（最終閲

覧日 2024年 4月 11日） 
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図表 4 自動転記のイメージ 

 

出典：内閣府「第 76 回提案募集検討専門部会」参考資料１ 提案地方公共団体提出資

料【分割掲載】105頁 

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai76sanko-shiryou01_18.pdf （ 最

終閲覧日：2024年 4月 11日） 

 

 民間企業における類似例として、上場企業の財務情報の電子開示の

仕組みを紹介する（図表 5）。XBRL7と呼ばれる共通言語を使用したデ

ータソースの利用により、財務データの提出や開示に必要な各種類似

処理の簡略化が可能になる仕組みである。 

データのインプットからアウトプットまで一貫した業務プロセスの

中で、経営判断のみならず、投資家・監査人・取引先・証券所といっ

 
7 日本取引所グループ「適時開示情報の XBRL化」

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/disclosure/xbrl/02.html（最終閲覧日：2024年 4

月 11日） 
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たステークホルダー間にもタイムリーに同じデータが流通するアーキ

テクチャが構築され、それが活用される「ワンソース・マルチユース」

によって資本市場の秩序が保たれている。 

 

図表 5 適時開示情報の XBRL化 メリット 

 
出典：日本取引所グループ「適時開示情報の XBEL化」 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/disclosure/xbrl/02.html（最終閲覧日 2024 年 4 月 11 日） 

 

自治体 DX が目指す取組みは、こうした文脈で捉えられるべきもの

である。エクセルの自動化など、今の業務プロセスの効率化・省力化

のみを考えるのではなく、前述の例で言えば「財政健全化比率の算

定・報告義務」の基になっている「財政健全化法」の趣旨・目的を考

え、それを達成するための仕組みをいかに構想するかが問われている。

同種の領域において民間企業あるいは国際的には DX の取組みを行っ

ているにも関わらず、自治体ではなぜできないのかが問われているこ

とを自覚すべきだろう。 
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○職位ごとのデジタル化・DX の捉え方の違い－次の土着化の起点？

－ 

次に、現在のデジタル化・ＤＸの取組みを職員がどのように捉えて

いるかを確認する。図表 6 は、日本都市センターが都市自治体の職員

向けに行ったアンケート8の結果である。 

「デジタル化・DX に取り組んだ結果として業務フローや事務事業

の見直しにつながっているか」という設問では、副部長・部長級以上

の職員から肯定的な回答が多く見られた一方で、係員や係長・課長補

佐では慎重な意見が多かった。 

さらに、「デジタル化・DX への対応によって業務量が増加している

か」という設問では、係長や課長補佐が他の職位の職員に比べて負担

を感じていることが明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 日本都市センター（2024）「都市自治体のデジタル化・ＤＸの実態に関するアンケート

調査 資料編」https://www.toshi.or.jp/publication/19089/（最終閲覧日：2024年 5月 24

日）。有効回答数は 3,137件である。 
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図表 6 職位ごとのデジタル化・DXの捉え方の違い 

（3が「どちらでもない」、5が最も肯定的な回答） 

 

出典：都市センターアンケート結果を基に講演者作成 

https://www.toshi.or.jp/publication/19089/（最終閲覧日：2024年 5月 24日） 

 

このようなアンケート結果から注意が必要なことが２つある。１点

目は、職員の職位により DX に対する考え方や負担の感じ方に違いが

あり、特に現場に近い職員の負担が増加していることが起因している

ことが示唆される。DX を進める際には職位による考え方・負担の違

いを考慮し、首長として適切な対策を講じる必要があるのではないだ

ろうか。 

また、２点目として、他の回答を見るとデジタル化によって住民サ

ービスを向上することについては共通して肯定的でありつつも、デジ

タル化は効率化の手段としてのみ捉える傾向が強い。現時点の取組み

が、ツールを入れるデジタル化のみに近視眼的に注力して、デジタ
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ル・トランスフォーメーションが中途半端になるのではないか。そし

て、こうした振る舞いが次の土着化の起点になっていないか注意して

見ていく必要がある。 

 

○2025年の先を見据える－「非平時」への対応を通じた進展－ 

近い将来、システム標準化やガバメントクラウドへの移行など様々

乗り越える見通しが立ったとして、「この後、どうするか？」というこ

とがあるだろう。そのとき、次を見通すべき事柄は、現在の「非平時」

に現れていると考えることができる。 

具体例として、この元日に能登半島を襲った地震において、地方自

治体に何ができたのかを考えてみよう。今なお（1 月 11 日現在）集落

の孤立が解消されていない地域がある中で、図表 7 のヤフーの災害マ

ップを見ると、道路情報などが順次更新されている。 

 

図表 7 yahoo災害マップ 

 

出典：災害マップ（LINE ヤフー） https:/ weather-report.yahoo.co.jp/map/（最終閲覧

日：2024年 1月 9日） 
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このマップでは以前より各自治体から提供されている災害の各種デ

ータ・ハザードマップのデータが統合されて掲載されているほか、避

難所や給水所等の情報が発災当時リアルタイムで更新されていた。道

路の通行止めの情報についても、当初はトヨタなど自動車メーカーが

プローブデータ9を出して公表していたが、関係団体が取りまとめて提

供する仕組みが東日本大震災以来構築されてきている。 

しかしながら、発災直後こそ必要な情報を提供するために、たくさ

んの人々が陰ながら努力しても時間がかかっている現実がある。より

迅速に必要なサービスを提供するために「平時」の段階から仕組みを

構築することで、今回のような大規模災害が発生した際に必要な情報

が迅速に手に入り、首長が行う重要な意思決定にも役立てるようにな

るであろう。 

また、こうした仕組みは防災やモビリティの分野に限られない。デ

ジタル庁では、準公共分野という言い方で、防災のほかに子育てや教

育、健康・医療・介護をはじめインフラなどでのデータの連携と活用

を進めることとしている。その含意は、公共部門と民間部門が連携す

ることで価値が提供できる領域であり、両部門を見通した DX が重要

である。 

 

○2025年は重要なマイルストーンだが、通過点 

経済産業省は、2018 年に公開した「DX レポート」10において、民

間企業を含めた我が国の DX の遅れによりレガシー化した既存のシス

テムの刷新を推進できなかった場合、DX を実現できないだけではな

 
9 走行する自動車に装備された様々なセンサーから得られるデータ 
10 経済産業省「DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」克服と DXの本格的な展開～」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_re

port.html（最終閲覧日：2024年 4月 15日） 
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く、2025 年以降、毎年最大 12 兆円の経済損失が生じる可能性を示し

た。 

自治体の情報システムの標準化・共通化の期限が 2025 年度末に設

定されるなど、自治体 DXに関する期限が 2025年と言われているのは、

DX の遅れによる巨額な経済損失が 2025 年以降に生じる可能性が想定

される上で設定されたマイルストーンであるからである（図表 8）。 

しかしながら、これはあくまでも目標を立てるためのものであっ

て、現時点でも崖は生じている。2025 年から急に崖となるわけで

はなく、あくまでも通過点であることを理解しておく必要がある。 

 

図表 8 2025年の崖 

出典：経済産業省「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」本文 27頁 

https:/www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.

html （最終閲覧日：2024年 5月 24日） 
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デジタル庁の各種文書を確認すると、デジタル庁が発足した 2021

年をスタートとして、2030 年をターゲットに様々な分野でデジタル・

ガバメントを目指すとしている。現在 2025 年を期限として行ってい

る様々な取組みは、2025 年をもって一区切りとするのではなく、これ

までの 100 年ないし 150 年の我が国の行政、公共分野にまつわる仕組

みを変革していく 2030 年を見据えた取組みの端緒であるという理解

が適切である。 

 

○DXを進める上でのポイント 

 そうした DX をどのように進めるかは、シンプルに「サービスをい

かに作るか」と「そのサービスをどのような組織で作るか」の 2 つの

軸で考えることができる（図表 9）。これまではサービスの構築と組織

のあり方の議論が分かれていたかもしれないが、両者が密接に連携し

進めることが重要であり、これが今後の「平時」の視点である。 

 

図表 9 デジタル・トランスフォーメーション 2つの軸 

 
出典：経済産業省「行政デジタル化に関する政府全体の動向と経産省の取組」（2019） 

https:/www.meti.go.jp/policy/digital_transformation/asset/meti-dx/20190131/course01.pdf （ 最

終閲覧日：2024年 3月 25日） 
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○「平時」のあるべきサービスデザイン－サービス構築の手法として

－ 

 最適なサービスを作るために、利用者・提供者双方を意味するユー

ザーの視点で考え、必要なサービスの形を継続的に実現するための仕

組みそのものをデザインすることをサービスデザインという。 

図表 10は、デジタル庁が作成したマイナンバーカードの利活用に関

する全体像である。昨今、地方自治体において、カードの交付率の話

ばかりが先行し、現場でどのように活用するのか、メリットがよくわ

からないという声も耳にする。数年前は確かに不明確なところもあっ

たが、現在においては、マイナンバーカードが目指すサービスの仕組

みはすでに公開されている。 

図表 10 マイナンバーカードの全体像 

出典：デジタル庁「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググ

ループ（第 8回）資料：デジタル庁説明資料」７頁 

https:/www.digital.go.jp/councils/mynumber-digital-basis-wg/f0513b8b-e8a5-4b3e-a85e-

93d6dd51ab69/（最終閲覧日：2024年 4月 11日） 
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ここには、マイナンバーカードが行政分野と民間事業・準公共分野

でどういった利用シーンがあり、どのくらい使われるか、どういった

進捗で進めていくか、利用者のメリットといったことが全体像として

描かれている。個別の施策をいつの時点で打ち出すかはそのときの判

断があるとは思われるが、サービスの現場である地方自治体が考える

べきは、マイナンバーカードのメリットの有無ではなく、どのように

実装するかということである。 

 

○「平時」のあるべきデータサイエンス－サービス構築の手法として

－ 

国は、EBPM の手法を用いた行政事業レビューを予算編成過程で積

極的に活用し、事業の効果的・効率的な実施を目指している。例えば、

令和 2 年度には「♯7119（救急安心センター事業）の導入効果」につ

いて実際のデータに基づいた事業の効果を分析する実証的な研究を行

うなどパイロットケースが生まれてきている（図表 11）。 
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図表 11 救急安心センター事業導入効果の把握・分析

 

出典：総務省「行政評価局パンフレット（2022年）」７頁 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/gyouseihyouka/index/index.html（最終閲覧日：2024

年 4月 11日） 

 

今後実際の予算の中に反映する仕組みが少しずつ形になってくると、

地方自治体にも関係する。こうした仕組みによって精査された交付金

の基準ができると、これまでは地方側が必要な予算を要望し、それに

基づいて国が措置していた予算プロセスが、「地方の要望は本当のニー

ズなのか」ということをデータで勝負する時代がやってくるというこ

とである。 

また、これまで国は事業評価に代表されるように、事後的に成果や
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費用対効果を検証することを重視し、データを活用して政策の進捗状

況を「見える化」することが不十分であった。これからは、利用者起

点で施策を実施し、国民の納得と信頼を得ながら、事業の政策効果を

向上させるため、進捗状況の「見える化」を行うこととそのためのデ

ータの整備が必要だとした。これをまず手掛けるべき仕組みであると

してEBPM Type１としている。（図表 12） 

 

図表 12 国の EBPMに関する取組み 

 

出典：第 2 回デジタル行財政改革会議資料「デジタル行財政改革のこれまでの取組等に

ついて」10頁 

https:/www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi2/gijishidai2.html（最終閲覧日：

2024年 4月 11日） 

 

○滋賀県日野町での EBPMの取組み 

 EBPM Type1 のイメージを、滋賀県日野町の事例で紹介する。デジ

タル庁がワクチンの接種状況を公表していたものと同様に接種状況の

ダッシュボード（ワクチンメーター）を滋賀県日野町でも運用してい

た。デジタル庁のものとは違って、集団接種の日々のデータも加えて

リアルタイムに自動連携したものを公表している（図表 13）。 
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図表 13 滋賀県日野町ワクチンメーター 

 

出典：日野町「新型コロナウイルス感染症ワクチン接種状況について（日野町ワクチンメ

ーター）」 

https://www.town.shiga-hino.lg.jp/0000005684.html（最終閲覧日：2024年 5月 24日） 

 

 初期のバージョンは高齢者の接種率を特に表示させたり、ワクチン

の供給量見通しを表示したりするなど、町民に必要な情報を提供して

きた。   

こうして、日々集団接種を行い、その結果を夕方に更新をすると、

更新した途端に多くのアクセスがあり、役場ホームページのアクセス

数でナンバーワンのコンテンツだった時期もある。これは一種の情報
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公開であるが、さきほどの EBPM との関係で言えば、役場がきちんと

対応していることをデータで示し、町民からもワクチンメーターへの

アクセスという形で反応があるといった、双方のデータが可視化され

た仕組みになっている。 

「やっている」ということを言葉だけでなくデータで示すことによ

って役場は信頼を獲得し、町民は安心する。結果として、接種率は

国・滋賀県全体に比べて当初はビハインドしていたが、途中からは大

幅に上回って推移するようになった。もちろん接種するかどうかは個

人の選択ではあるが、こうした進捗状況をリアルタイムに公表して町

民と共有することで、信頼と安心が生まれ、その成果として接種率に

跳ね返ってくるということを役場側も実感できたと考えられる。 

 

○不確実な状況に適応できる柔軟な組織をデザインする 

次に、組織のあり方について、今般のコロナ禍のように不確実な状

況に適応しなければならないことは様々な領域で起こってくる。その

際に向けて組織のあり方をデザインすることが、デジタル・トランス

フォーメーションの文脈でも地方分権改革の文脈でも問われている。 

そうした意味でも、コロナ禍での経験をこうした文脈で考えること

ができる。滋賀県日野町では、京都工芸繊維大学とアメリカパーソン

ズ美術大学と共同研究を行い、コロナ禍でのワクチン接種サービスを

どのように構築してきたかを調査し 10の洞察と 3つの提言にまとめた。 

そのポイントは、「行政職員が自らの使命を再認識し、慣習化した組

織体系や運用を見直す意識が重要」であり、そしてそうした活動を継

続し続けることである（図表 14）。 
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図表 14 ワクチン集団接種に関する共同研究 

 

出典：京都工芸繊維大学・KYOTO Design Labプレスリリースより講演者作成 

https://www.d-lab.kit.ac.jp/news-press-release/2022/service-blueprint/（最終閲覧日：2024 年

5月 24日） 

 

○滋賀県日野町での取組み－若手職員による将来に向けた活動－ 

こうした研究も踏まえた事例を２つ紹介したい。まず、滋賀県日野

町では「日野町働き方・業務改革推進本部」に所属横断・手挙げ方式

で若手職員中心のワーキンググループ（以下、「WG」という）を設置

した（図表 15）。 

WG の説明会には、事務局の想定を超える職員の参加があったほか、

他の市町村職員の協力も得ながら活動しており、議会の一般質問も数

多く寄せられ関心の高さがうかがえる。 

議会をはじめ町民から「何か言われるのではないか」という恐れに

よって、前例踏襲的な意思決定が定着することが共同研究の中でも指

摘されていた。そして、その恐怖をいかに受け止めるかが重要であっ

て、それには活動を広く公表し多様な利害関係者と一緒に考えていく

関係性を作ることが提言されており、WG はそれに沿った活動である

と言える。 
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そうした点でもすでに成果が出ているが、10 年 20 年経ち、町の意

思決定に重要な役割を果たす場面で大きな効果を生むはずである。 

 

図表 15 滋賀県日野町でのワーキンググループ活動 

出典：日野町資料 

 

これは、単に若手職員のアイデアをもらうという組織側のみの論理

で成り立っているものではない。コロナ禍に遭遇した幹部職員が様々

な意思決定を行ってきた根幹には、それまでの 20 年、30 年の蓄積を

活かしてきたことが共同研究の調査においても表れていた。若手職員

が今後町の意思決定といった重要な役割を果たすための前段階として、

「習慣化した組織体系や運用を見直す意識」を持って、今の組織が何

を見直すべきかを考える場を組織の中に埋め込んでおくことは、次の

人材がその中から生まれてくることを宣言していることにほかならな

い。 
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○兵庫県加古川市での取組み－既存の仕組みを換骨奪胎する－ 

また、コード・フォー・ジャパンが連携協定を提携している兵庫県

加古川市では、DX 人材育成推進計画を策定し、人事部門が実施する

「階層別研修」と企画部門が実施する「職員提案制度」と連携11させ

るようになった。研修に参加する職員は、自分の職場の業務課題を持

ち込み、その研修成果の中からスムーズに政策提案を行うことができ

るようになっている（図表 16）。 

 

図表 16 兵庫県加古川市における事業立案と階層別研修の関係 

出典：加古川市資料 

 

ここで注目すべきは、「DX 研修」と銘打った研修の枠組みを新たに

作るのではなく、研修と予算編成のスケジュールを実務的に調整した

 
11 加古川市DX人材育成推進計画 4頁。 

https://www.city.kakogawa.lg.jp/material/files/group/90/20240229soumu0103.pdf（最終閲覧

日：2024年 4月 15日） 
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だけということである。ただし、既存の研修体系と事業立案が連携し

ていないことで発生する職員・職場の課題を踏まえたものになってい

る。 

職員にとっては、政策提案する経路を整理し、出口である政策を生

み出すことを起点にすることで、一定の年次に到達した際に受講する

階層別研修から新たに知見を得て実践することや、さらにインテンシ

ブな実践型の事業支援を受けることができるなど、職員に応じた取組

み方が可能になった。 

また、職場にとっては、さきほどのアンケート結果に現れていると

おり、事業立案や人材育成に対する受け止め方が異なるため、「何のた

めに職員を研修に出さないといけないのか」という面がなかったとは

言えない。あるいは人事部門や企画部門が各所属にその狙いを浸透で

きていなかった面もあるだろう。両部門がスケジュールを合わせるこ

とで、研修や事業立案といった所管する制度の関係性が明確になり連

携させる視点が生まれたものである。まったく新しい仕組みを一から

作るのではなく、効果的に既存の仕組みを組み合せる、いわば換骨奪

胎した「新しい」仕組みとして組織に埋め込み直したものと言える。 

 

○デジタルが可能にする共創－プラットフォーマーとしての行政－ 

図表 9に示した組織のあり方に、「外部の専門家やステークホルダー

とのコラボレーション」とあった。デジタルが可能にする新たな共創

という意味で、新型コロナウイルスの感染症サイトを紹介する（図表

17・18）。 

これは、コード・フォー・ジャパンが東京都と連携して構築したサ

イトについて、そのソースコードをオープンにして他の地方自治体も

活用できるようにするとともに、オープンデータ項目定義書を作成し、

総務省から自治体に展開した。この間に数多くの改善提案が寄せられ

るとともに、全国の地方自治体が刻々と変わる感染状況をタイムリー
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に公表し、それによって住民の行動変容を促す基盤となるサービスと

なった。 

図表 17 東京都新型コロナウイルス感染症対策サイト 

出典：東京都 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/11/04/06.html（最

終閲覧日：2024年 3月 25日） 

 

図表 18 オープンデータ項目定義書 

出典：Code for Japan「新型コロナウイルス感染症対策のためのデータ公開支援」

https://www.code4japan.org/case/stopcovid19（最終閲覧日：2024年 4月 11日） 
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これからの地方自治体に求められる変革を考えれば、こうした事例

を様々な自治体において可能にする仕組みを作ることが重要である。

そのためには、デジタル技術はもちろんのこと、住民はもとより様々

なステークホルダーと共創する意識が地方自治体や職員個人に根付き、

それを実践することが求められる。それがプラットフォーマーとして

の行政のあり方であり、自治体 DX が目指すところである（図表 19）。 

 

図表 19 プラットフォーマーとしての行政 

 

出典：講演者作成 

 

○本日のまとめ 

自治体 DX の目指すものとは、デジタル社会を実現し、コロナ禍で

顕在化した課題解決と新たな価値創造、そしてそれを持続的に可能に

するアーキテクチャの構築である。 

これからの地方分権改革は、これまでの 20 年ないし 30 年間不着手

であった事柄が、「自治体 DX」という名のもとに 2025 年以降に向か

って、国・地方で行われようとしている。最初は小さな取組みかもし
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れないが、組織・職員が自ら形にしていくことで、20 年ないし 30 年

後には、新たな土着化、すなわちそれぞれの地域の新しい地方自治を

作っていくことになるのではないだろうか。 

 
i 東京大学法学部卒業後、民間企業勤務を経て、2007年 4月から 2020年 3月まで京都府

職員。この間、内閣府地方分権改革推進室勤務（2014年度）、京都大学公共政策大学院非

常勤講師（2017〜2019年度、兼職）。 

2020年 4月より一般社団法人コード・フォー・ジャパンに参画、2021年 4月より日野町 

政策参与。この他、特定非営利活動法人Code for OSAKA副代表理事、京都精華大学メデ

ィア表現学部非常勤講師、武蔵野大学しあわせ研究所客員研究員、大阪大学社会ソリュー

ションイニシアティブ招へい研究員なども務める。 
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進行 

菊地 豊 伊豆市長 

 

○ 伊豆市長 

 皆さんが考えるＤＸに関する課題について、ぜひここで発表し、共有

していただければと思う。 

 

○ システム化はかなり進んできていると感じる。 

他方、国のDXの進め方が非常に粗く、全国市長会などを通じて自

治体の意見を反映できていないと感じる。もちろん、自治体の意見や

意見交換 
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実態を聞いていると、推進が遅くなったり、困難事例が目立って進め

にくくなったりするという事情もあるとは思う。しかし、今後本格的

にＤＸを促進するならば、デジタル庁は全国市長会や全国町村会等を

通じて意見や実態を共有する必要があるのではないか。 

 自治体システム標準化に関してはランニングコストの問題もある。

これについても、国が地方の予算規模や実態などを理解しないとうま

く進まないのではないかと思うが、国の進め方についてどう考えるか。 

 また、DXを住民の理解を得ながら、市役所全体で組織的にどう進

めるべきかも課題である。住民の意識を変えながら実践していくには

どうしたらよいか、日野町の事例などもあれば教えてほしい。 

 

○東講師  

 デジタル庁をはじめとした国との情報共有について、1点目は、デ

ジタル庁に作られた、自治体からの派遣職員を中心とした「自治体リ

エゾンチーム」やシステム標準化移行支援として設置された「標準化

リエゾン」といったリエゾンを活用してほしい。 

もう 1点は、Slackというコミュニケーションツール上に設置され

た「デジタル改革共創プラットフォーム」を活用してほしい。この共

創プラットフォームでは、自治体や各府省の職員が様々なテーマにつ

いて、Slackを使って意見交換や情報収集を行っている。その中で、

システム標準化や窓口のDX化（書かない窓口）など現在進められて

いる取組みについて、自治体職員や府省の職員がアドバイザーになり、

現場を伴走支援するという仕掛けを設けていることもある。 

国にとっても、自治体からの提案・要望を電話や対面といった従来

のツールで受けるより、Slackのようなチャットツールを使用する方

がコミュニケーションの壁を感じづらく、意見がより伝わりやすい面

もある。また、チャットツールを通じた現場職員とのコミュニケーシ
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ョンは、書き込みに対してスタンプで反応することができるなど、共

感の輪が可視化されやすく、意見交換が活発になると考える。 

 システム標準化のランニングコストについてはポイントがある。 

 まず、ガバメントクラウド上にシステムを作っていくというのは、

それぞれの領域を各地域のベンダーで作るということになっており、

これではランニングコストを含めてメリットは出ない。 

 これは、行政だからそのような仕組みになったわけではなく、世界

的にもオンプレミス方式からデータセンター方式、クラウド方式と変

化する流れで起こった事象と同様である。それを変えるために、ビジ

ネスモデルや、各ベンダーで働いているエンジニアのスキルセットを

アップデートするための時間が必要だと思う。これは、地域のベンダ

ーが、昔のやり方に固執するか新しいところにチャレンジするかに関

わっている。それはベンダーだけではなく、自治体を含めてそこを切

り替えていかなければならないだろう。 

新しい取組みを進めるためには、住民の理解と組織の中の理解が何

より重要である。描いたビジョンを共有し、変化に慣れていくしかな

い。その際、住民、とりわけ高齢者などのデジタルになじみのない

人々に直接働きかけることも大切であるが、その家族や介護をする人、

近隣住民、民生委員など、その住民の一歩手前にいる人たちに働きか

けることが重要である。 

 

○ 自治体の長や職員がデジタル庁とコミュニケーションを交わして

取組みを進めていくのが大事だと思う。長も変わっていかなくてはな

らない。 

 

○ 本市では、ガバメントクラウド早期移行団体検証事業に応募して

いる。将来的にランニングコストを 3割削減できることから移行を始



- 35 - 

 

めたのだが、開発に多額の費用がかかる見込みで、補助金の額も限ら

れており、頭を悩ませている。 

 また、本市でもデジタル化を進めているが、結局アナログの事務・

事業はなくならず、あと 10年、15年ほどはデジタルとアナログを併

用していかなければならない。その間のコストがデジタル化によって

回収できるのか疑問である。 

 

○ 国はまず、しっかりとしたベースとなる一つのシステムを作って、

それを全国の自治体が共有できるようにしてほしい。現状を変えるに

は、費用などの議論をするだけでは足りず、政治の世界で、国のあり

方や、デジタル化のあり方を変えていく必要があるのではないか。 

 

○ 振り返ると、1990年代の米国のクリントン政権が情報スーパーハ

イウェイ構想を始めた頃から、日本でも高度情報通信社会の構築が推

進されてきた。しかし、現在日米のデジタル化の進展状況は大きく差

が開いている。 

 現在も、マイナンバーカードや ICT化を政府が必死に国民にお願い

してもなかなか普及しない。これは、国民がそもそも利便性を感じて

いないのか、あるいは国民が利便性を感じられるようなプラットフォ

ームを国が作ってこなかったのか、あるいは両方が原因なのか。 

 

○ 3年前の新型コロナワクチンの集団接種において、本市では、

LINEを利用して、予約状況を確認できるようにし、空いているとこ

ろに予約を入れられるようにすることで、市民に情報を伝達し、それ

をうまく展開してきた。民間には、このようなサービスがいくらでも

あると思う。 

私は議員になったときに、自治体はガラパゴス化していて、対処す

るにはもう遅過ぎるのではないかと思った。前職の民間企業では、20
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年前に既にデジタル化が進んでいた。民間企業に技術やノウハウがあ

るにもかかわらず、それを受け入れる国や都道府県、基礎自治体側の

デジタル人材のレベルが不足しているのではないか。デジタルは基本

的にただの「箱」なので、自治体はマニュアルの再点検を進めるべき

でないか。国がいくら旗を振ってガバメントクラウドの活用を推進し

ても、自治体自らの手元のところが分からなければ、ブラックボック

スのままになってしまう。それでは意味がないので対策を進めている。 

 国には、自治体のデジタル人材のレベルをカバーするような方策を

とってもらい、民間との連携によってうまく展開させるほうが、自治

体の動きは非常に早くなるのではないか。 

 

○ 日本におけるDXの問題点として、仕事のやり方を変えずにパソ

コンを導入しただけであるという点があり、真に DXを進めるには、

仕事のやり方そのものを変えなくてはならないと（一般に・よく）指

摘されることがある。自治体が仕事のやり方を変えて DX することで、

民間企業と同様に相当作業を効率化できると考えるか。 

 

○ 本市では、業務内容を適切に把握するところから DXをスタート

させた。 

 デジタル化に至る前の段階で、自分たちの仕事はどういうものかを

アナログ的に見ることから始めなければ DXまで至らないと思う。前

例踏襲が庁内意識として強く残っており、意識のところから変えなけ

ればDXは実現しない。 

 

○ 韓国などと比べても、日本のデジタル化はまだまだ遅れていると

感じる。マイナンバーをもっと活用できれば、行政の仕事は削減され

るのではないか。 
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○ 国はDXを進めるように言う一方で、公的機関内、公的機関同士

の情報共有に極めて慎重ではないか。DX推進を一番阻害しているの

は国ではないかという気がする。機械やシステムを導入するだけで、

2025 年、2030 年に DX を実現できるのか、強烈な不安を持っている。 

もし、各市でDXが順調にいっているというような事例があれば、

示してほしい。デジタル化によって利便性の高くなった社会に向かっ

ているということが実感できれば、もう少し勇気を持って促進、投資

できる気がする。 

 

○ 住基、税、福祉のデータは各部署がそれぞれ管理しており、それ

を連携して使うことができない。組織内のデータ連携を実現できなけ

ればデータの利用やDXは真に成果を発揮できないと考える。こうし

た組織内での連携を改善すべきではないか。 

 

○東講師  

1つは、現在の基幹系システムでは、データ形式の差異により、情

報連携が難しいということ。ガバメントクラウドによって連携ができ

るようにするために、今データの標準化を進めているところである。

もう 1つは、個人情報保護法の改正で個人情報保護のルールが共通化

されたので、それに基づいたデータであれば連携は可能である。「ど

の領域の何の情報をどう連携するのか」という話が、システムの話な

のか、匿名化された情報のやり取りで済むのかというのを分けて議論

しないと、混乱を招くと思う。 

 課税情報に関しては、国税と地方税とに分かれているなどの理由か

ら、まだ連携ができていないという実態が確かにある。この連携を進

めるに当たっては、優先順位をつけ、優先度の高いものから進めてい

くことが必要である。 
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○ 本市は 2022年度に文書決裁システムを導入した。本年度は、い

わゆる書かない窓口の構築を進めているところであるが、やはり利便

性がどのくらい上がるかを実感しない限りはなかなか先に進まないと

思う。 

 また、市の職員を見ていると、スマホ世代の職員は柔軟に対応して

いるが、その職員数がまだ少ない。先ほどから話に出ているように、

デジタル人材の拡充は大変重要だと考える。 

 

○ 本市では、業務の見える化を、職員の意識醸成が十分できていな

いままに進めた。そうしたところ、職員によってフローの作り方がま

ちまちになり、フローの分析や修正に使えないものが出てきてしまっ

た。先ほど、行政のガラパゴス化という少々強烈な表現もあったが、

本市はそれに近い状況にあり、どのように意識を変えるかが課題にな

っている。 

 もう一点、本市では細かい業務改善の提案は多く上がってくるが、

デジタル化に結びつくような改善の方法の提案がなく、何をしたらい

いのか非常に困っている。 

 

○ 市役所のデジタル化が遅れた理由として、庁内のデジタル化への

抵抗があったと考える。事務手続きのデジタル化を進める際、手作業

で行っていたものを機械で再現しようとするから極端なカスタマイズ

が必要になる。また、システムを入れ替えるにしても、OA機器を使

いこなせない人たちの意見を聞きながら進めなくてはならなかった。 

 現在本市では、基幹業務と、窓口のインターフェースの部分、そし

て、デスク周りの 3つの分野に分けてデジタル化を考えている。この

３つはそれぞれ別のことであるが、「デジタル化」と一括りにすると

曖昧になってしまうため、分けて考えている。 
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〇 東京都では、元ヤフー株式会社取締役会長の宮坂学氏を副知事と

して任用し、デジタル化を進めている。宮坂氏は日本の基幹システム

についてはほぼデジタル化が完了しており、問題があるのは窓口の作

業を手作業でやっていることだという。そこを改善すればすぐ世界水

準に追いついていくということを聞いて、非常に自信を持った。しか

しながら、その窓口業務のデジタル化が非常に難しいと感じる。既に

書かない窓口化が進められている自治体もある。しかし、窓口に来て

用紙に記入するという作業をタブレットに置き換えただけであるパタ

ーンも少なくない。本人が簡単に入力できるインターフェースを作っ

て、なおかつ窓口に来なくてもオンラインでできるようにすることが

必要である。 

  

〇 これまでの国の方針は、GIGAスクール構想、ガバメントクラウ

ド、基幹システムの標準化などややハード面に偏っている。ソフト面

をもっと充足できるようにしなければならないが、そのための人材が

いないことが問題だと考える。 

 これも東京都の事例であるが、東京都の 100%の出資によりGovTech

東京という DX専門組織を作って IT人材を雇い、人材を市区町村で共

同利用する取組みを始めた。これは、例えばある市で業務を IT化・自

動化したい場合に、職員では手に負えなければ、GovTech東京から人

材を派遣してもらって、一緒に開発をするという仕組みである。人材

確保が非常に難しいので、こうした仕組みが他の道府県にもできると

良いのではないか。 

 

○ 国から「GAFAのようなナショナルベンダーを作る」というよう

な発言が出ているが、実現するのか。GAFAに代わる国産ベンダーも

含め、今どういう方向に国は向かいつつあるのか。 
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○東講師  

いわゆるプラットフォーマーをどう育成するかという議論は、イン

ターネット産業が生まれたときからずっと繰り返されてきて、ことご

とく失敗してきた。 

 例えば、生成AIを使ってみると、こなれた日本語でない出力がされ

るように、規模で戦う言語モデルはGAFAの勝ちとなっている。 

しかし、それとは違う世界、例えばクラウド環境において、マシン

パワーを消費するがレスポンスが遅いChatGPT－4よりも、軽くてレ

スポンスがいいものを使うユースケースを作るというように、戦う場

所をきちんと定めて勝負しようという議論もある。 

 つまり、ハード・ソフトという構図ではなく、どう使うかという部

分においては、これまでも日本が付加価値を生み出してきたことは事

実である。おそらく答えはないと思うが、単に「GAFAに乗り込まれ

て蹂躙されている」という議論が果たして正しいのかは、よく考える

必要がある。 

 

○ 私が市長になった 2年前から、本市では、書かせない・来させな

い窓口に取り組んでいる。例えば、住民票や印鑑証明は、コンビニや

出張所で取得できる。コンビニでは 200円で証明書が取得できるとこ

ろ、市役所では 300円かかる。それにもかかわらず、市民は市役所に

やって来る。広報紙で周知してはいるものの、情報が市民に届かなけ

れば利便性も伝わらない。 

また、窓口に設定している機械にマイナンバーカードをタッチすれ

ば申請書に名前や住所などが自動入力されるシステムを導入している

ため、もう申請書に記入する必要がない。職員が外国人住民の名前の

つづりを間違えることが減るという利点もある。しかし、本市でのマ

イナンバーカード取得率は現在 8割ほどで、2割の住民はまだ取得し

ていない。 
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○ 業務のDXについて、職員から意見を募集するが、意見が出てこ

ない。日々の仕事が忙しすぎて、職員の DXに対する意識が醸成され

ない。仕事は減らず人員は減り続ける一方で、職員は更に疲弊してい

る。 

 さらに、本市では、民間企業とChatGPTを用いたシステムを開発

したいと考えている。電話での質問に対して、ChatGPTが回答を出し

てくれるといったシステムを作ることができれば、受付の人員も不要

になる。ただし、そうしたシステムの構築にどのぐらい（時間や予算

が）かかるのかという問題もある。 

 最終的には職員の意識、人材が重要であると考える。職員の過度な

負担を軽減するために、市民が便利になるためにどう進めていけば良

いかを考えているところである。 

 

○ 本市ではデジタル庁が作られてすぐに、DX推進課を設置した。

今は、国と市区町村、県がどういう形で連携できるかということも含

め、デジタル・トランスフォーメーションの推進に関すること、行政

サービスや庁内事務のデジタル化技術の導入についてどうあるべきか

を盛んに議論している。また、人材を派遣してもらうなど、企業とも

連携しながらどのような形で DXが実現できるかを議論している。 

 イニシャルコストやランニングコストをかけて、各市区町村が別々

の企業に同じようなものを作らせるのはあまり好ましくないと思うの

で、自治体システムの標準化は必要だろうと考える。むしろそういっ

たことをしなかったことによって、手間やコストがかかってしまうと

いうことになると、本末転倒である。そういったことも含めて、各市

区町村の職員がもっと議論をしながら、デジタル化について技術者と

してもっと真剣に考えていく人材を育てていかなければいけないと思

う。 
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○ 本市でも、住民が窓口に来ないで済むように、各種支払いを自宅

でできる仕組みを取り入れている。また、市内の 400か所以上のバス

停のどこからどこへ乗っても 100円（市内在住・在学・在勤者、小学

生、障害者（同伴者含む））という乗り合いタクシーのシステムを作

っている。これを導入した当初は、アプリでの予約が 3割、電話予約

が 7割であった。現在は、5割ほどがアプリもしくは LINEでの予約

となってきた。さらに、ソフトバンクと連携し、各公民館や、今年か

らは各自宅などを回って、高齢者を対象にスマホ教室を開催し、電話

予約でなくても乗り合いタクシーが利用できるような教育も実施して

いる。 

 また、市内を通る鉄道は赤字ローカル線で非常に電車賃が高いため、

通学定期代の補助もマイナンバーカードを持っていれば自宅で申請で

きるようにしている。このように、できることからどんどん進めてい

る。 

 

○ 先ほど、東京都で人材支援等のための法人を作ったという話や、

都道府県単位で DX を進めれば良いのではないかという意見もあった。

都道府県単位で、基礎自治体では集めにくいデジタルに強い人材を株

式会社などの形態でプールするというやり方、それから、各市区町村

から職員を出向させて、そこで議論させて課題を整理していくという

ようなやり方、両方あっても良いのかもしれないが、こういった手法

についてはどのように考えるか。 

 

○東講師  

おそらく、両方必要である。会長を務めている大阪府のスマートシ

ティ関係の補助金の審査会（大阪府スマートシティ戦略推進審査会）

の例では、大阪府は GovTech 東京の枠組みとは少し違う形ではあるが、
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LoGoチャットを共同調達して、スケールメリットの発揮やノウハ

ウ・好事例の共有を図っている。 

 また、共同調達によって値段を下げるということだけでなく、調達

の事務コスト、つまり職員が仕様書を書いて公告を出し、審査会にか

ける等の事務コストの削減も狙っている。細々した仕事を手離し、

LoGoチャットなどをもっと使いこなすことに時間をかけることを狙

っているものである。 

そして、ツールを実際に使いこなし、行政課題の解決に当たること

は、住民に最も身近な基礎自治体である市区町村しかできない。市区

町村の担当者が事務仕事を離れ、きちんと隅々まで職員が使いこなせ

るようになるように注力をしてほしい。また、人材支援等のための組

織の形態を会社・法人形態とするか否かは、それぞれの作り方・考え

方次第なので、どちらもあり得る。デジタル庁や総務省も最終的には

同じような考えを持っている。いずれにしても、各地域のやり方で、

その形をしっかり作ることが大切だと思う。 

 

○ 一市区町村で集められる人材には限界がある。株式会社を地域に

つくり、ソフトを開発し、それを複数の市区町村が共有で使うことで、

低コスト化していくべきである。また、地方にデジタル人材を持って

おく必要もあると思う。 

  

○ 先ほどの国の規制の話に関連して、税収や所得者の把握が大きな

ハードルとなっている。例えば、低所得者に交付金を支給するときに

用いる対象者に関するデータの画一化がなされておらず、各自治体が

非常に苦しんでいる。 

 

○ 首都圏以外の地方もデジタル人材を確保する必要がある。そうし

なければ、ますます東京あるいはその周辺にしか人が集まらなくなる。
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農山村の場合、情報系の大学や大学院を出ても、その地域に情報系の

就職口が全くないといった事態になりうる。こうした、日本の産業人

材をどうすべきかという観点も重要なのではないか。大規模災害など

を考慮しても、現在の日本の異常な都市集中については、もう一度ま

ともに議論すべきであり、デジタル化についてもそういった観点が必

要になると考える。 

 

○伊豆市長 

 本会に参加する首長は、非常に先鋭的な方が多く、そうした方と議

論できる場は有意義であった。我々は我々の立場で「ここを頑張ろう」

ということを、私は今日、皆さんと共有できたと思う。我々も汗をか

き、知恵を出していくということでしか、未来は開けない気がした。 

 本日はありがとうございました。 
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「国のかたちとコミュニティを考える市長の会」開催状況 

 

回数 開催日 テーマ 

第 1回 2005 年 10 月 31 日 
国・都道府県・市町村の新しい関係を目指して 
地域主権の確立とコミュニティ  

第 2回 2006 年 6 月 2 日 
コミュニティとの協働 
人口減少時代の都市経営   

第 3回 2006 年 10 月 30 日 
簡素で効率的な行政運営の実現 
職員の人事管理・人材育成  

第 4回 2007 年 8 月 28 日 これからの自治体運営  

第 5回 2008 年 7 月 31 日 
基礎自治体のあり方 
都市の環境政策 

第 6回 2008 年 11 月 18 日 
住民行政の対話のあり方 
都市と過疎問題  

第 7回 2009 年 7 月 31 日 
基礎自治体の役割 
職員の人事課題  

第 8回 2009 年 11 月 6 日 
地域医療の確保 
長と議会のあり方  

第 9回 2010 年 8 月 2 日 
地域主権改革 
効率的な行政運営  

第 10回 2010 年 11 月 9 日 
高齢者福祉のあり方 
コミュニティの活性化  

第 11回 2011 年 5 月 12 日 コミュニティの再生  

第 12回 2011 年 10 月 25 日 災害時における都市同士の相互扶助  

第 13回 2012 年 4 月 24 日 政策法務  

第 14回 2012 年 11 月 13 日 
二元代表制 
広域的実施体制（国の出先機関改革） 

第 15回 2013 年 6 月 7 日 子育て支援・少子化対策  

第 16回 2013 年 11 月 7 日 生活困窮者支援と都市自治体の役割  

第 17回 2014 年 6 月 5 日 社会保障・税番号制度（マイナンバー）  
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回数 開催日 テーマ 

第 18回 2014年 11 月 11 日 自治体広報  

第 19回 2015 年 6 月 1 日 社会保障と受益者負担  

第 20回 2015 年 11 月 30 日 広域連携  

 

 

「都市の未来を語る市長の会」開催状況 

 

回数 開催日 テーマ 

第 1回 2016 年 6 月 22 日 地域包括ケアシステム 

第 2回 2016 年 11 月 24 日 
観光立国 
－国際スポーツイベント開催を見据えて－ 

第 3回 2017 年 7 月 5 日 
超高齢社会のまちづくり 
－健康・社会参加・交通をキーワードに－ 

第 4回 2017 年 11 月 29 日 所有者不明の土地・空き家への対応策 

第 5回 2018 年 6 月 25 日 人工知能を活用した窓口業務の効率化 

第 6回 2018 年 11 月 5 日 憲法改正論議と都市自治体 

第 7回 2019 年 7 月 1 日 交通弱者対策（住民の移動手段の確保） 

第 8回 2019 年 10 月 28 日 SDGsへの取組み ～プラスチックごみ問題～ 

第 9回 2020 年 9 月 10 日 風水害と都市自治体（準備と避難） 

第 10回 2021 年 7 月 28 日 新型コロナウィルス感染症と都市自治体 

第 11回 2022 年 1 月 12 日 
新型コロナウィルス感染症と都市自治体 
―行政・保健所・医療機関の連携を考える― 

第 12回 2022年 7 月 6 日 
人口減少と都市自治体 
―都市の魅力向上を考える― 

第 13回 2023 年 1 月 11 日 
人口減少と都市自治体 
―世界の少子化対策から考える― 
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回数 開催日 テーマ 

第 14回 2023 年 9 月 28 日 
多文化共生の先を見据えたまちづくり 
－人口減少と都市自治体－ 

第 15回 2024 年 1 月 11 日 
自治体 DX  
－「デジタル化」から「デジタル・トランスフォーメーション」へ－ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
都市の未来を語る市長の会（2023年度後期） 

自治体DX  

－「デジタル化」から「デジタル・トランスフォーメーション」へ－ 
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